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(１)精神障害者の医療の提供を確保するための指針の策定
厚生労働大臣が、精神障害者の医療の提供を確保するための指針を定めることとする。



平成２５年
厚生労働省 精神・障害保健課

「（２）保護者制度の廃止」に関して







「（３）医療保護入院の見直し」に関して





令和４年（令和６年施行）
精神保健福祉法改正について

特に措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について





※２ DVや虐待の加害者等を、医療保護入院の同意や退院請求を行うことができる
「家族等」から除外する。

※３ 医療保護入院と措置入院の「入院の告知」に,患者本人に加えて「家族等」も追加、
通知事項に従来からの「入院措置を採ること」「退院請求に関すること」に加えて
「入院措置を採る理由」も告知することとなる

 ※４ 退院後生活環境相談員の選任、地域援助事業者の紹介
  について、措置入院中の方も対象とする。 

※５ 地域援助事業者の紹介は、現行努力義務→義務化。 
※６ 厚生労働省令で定める期間は、当該医療保護入院から６月を経過するまでの間は

３月とし,６月を経過した後は６月とする。＝３か月、３か月、６か月、６か月、、
※７ 入院の要件を満たすことが確認された場合は、入院期間を更新。

これに伴い、医療保護入院者に対する定期病状報告に代えて更新の届出を創設。
なお入院期間の更新について精神科病院の管理者は、家族等に必要な事項を通知の
上、一定期間経過後もなお不同意の意思表示を受けなかったときは、同意を得たも
のとみなすことができることとする。

前頁注釈の抜粋（一部、厚労省資料に基づき報告者が加筆）



（前頁注釈の続きとして）医療保護入院の更新の手続きについて

入院中の指定医による診察の結果、患者に同意能力がなく（任意入院ができない）、
入院の必要があると判断した場合に限り、以下の要件を満たすことで入院の期間を
更新できる。

 ・ 対象患者への医療保護入院者退院支援委員会の開催
（入院継続に当たって必要な退院支援措置の検討） 

・ 家族等に連絡した上で、同意を確認
（同意又は不同意の意思表示がないことの確認）

 ・ 更新届の提出（定期病状報告は必要なくなります）



医療保護入院者退院支援委員会について

１．医療保護入院者退院支援委員会の趣旨・目的 
医療保護入院者が退院後に希望する地域生活が円滑にできるよう、出席者が一堂に会し審議すること
により、更新の必要性及 び退院に向けた取組の方向性について、認識を共有し、退院後の生活環境を
調整することである。
３．出席者 
① 医療保護入院者の主治医 ② 看護職員（担当看護職員が望ま しい） ③退院後生活環境相談員 
④ ①～③以外の病院の管理者が出席を求める病院職員 
⑤ 当該医療保護入院者
 ⑥ 当該医療保護入院者の家族等 
⑦ 地域援助事業者その他の当該医療保護入院者の退院後の生活環境に関わ る者
 ①から④までは参加が必須である。⑤は本人が出席 を希望する場合であるが、本人には開催日時及び
その趣旨を事前に丁寧に説明し出席の意向をよく聞き取ること。審議の結果は通知すること。

 ⑥家族等及び⑦地域援助事業者は、本人が出席を求め、かつ、出席を求められた家族等や地域援助事
業者が出席要請に 応じるときに限り出席するものとする。

５．審議内容
① 医療保護入院者の入院期間の更新の必要性の有無及びその理由 
② 入院期間の更新が必要な場合、更新後の入院期間及び当該期間における退院に向けた具体的な取組

令和５年11月27日 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長 通知
 措置入院者及び医療保護入院者の退院促進に関する措置について 



ここまでをまとめると

 保護者制度廃止に関して

• 家族等（配偶者、親権者、扶養義
務者、後見人又は保佐人。該当者
がいない場合等は、市町村長）

による

医療保護入院（入院時と入院期

間更新時）の同意と

退院等の請求権

は残った

医療保護入院の見直しに関して

• （病院の）退院後生活環境相談員

 の、措置入院者にも選任の義務化

•地域援助事業者の紹介の義務化

• 医療保護入院者退院支援委員会に
家族等も参加を要請されることと

開催の主旨は入院期間の更新だ

けではなく退院後の生活環境の

調整にある



家族等はいつまでも入院者の退院に関与しなければならないのか？
→いいえ、地域援助事業者を活用することがでます。

１ 地域援助事業者の紹介の趣旨・目的 
  （１）入院者又は家族等が、地域で利用可能な障害福祉サービス等の内容や申請方法を理解し、
入院中から当該障害福祉サービス等を提供する事業者との関係を築くことができるようにすることを
目的に、一般相談支援事業、特定相談支援事業又は市町村の地域生活支援事業や介護保険法の居宅介
護支援事業事業者が地域援助事業者として定められている。

（２）精神科病院の管理者には、入院者又はその家族等の求めに応じて地域援助事業者を紹介するこ
とが義務付けられている。

４ 地域援助事業者による相談援助 
（１）地域援助事業者は、入院者が障害福祉サービス等を退院後円滑に利用できるよう、相談援助を

行うこと。 
（２）入院者との相談に当たっては、退院後生活環境相談員との連絡調整等、連携を図ること。
（３）相談援助を行っている医療保護入院者に係る委員会への出席の要請があった 場合には、できる

限り出席し、退院に向けた情報共有等に努めること。

次頁から、地域援助事業者にできること
＝地域移行支援と、障害福祉サービスの説明をします。



特に、地域移行支援



地域移行支援とは

•  障害者支援施設や精神科病院等に入所又は入院している障害者を対象に、
住居の確保その他の地域生活へ移行するための支援を行うもの。

• 【支給決定期間：６ヶ月間（理由により更新あり）】
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サービスの内容

• 住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談

• 地域生活への移行のための外出時の同行

• 障害福祉サービス（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援など）
の体験利用

• 体験宿泊（グループホームや宿泊型自立訓練）

• 地域移行支援計画の作成
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対象者例

• 入院後の帰住先がない人

• 環境の変化に大きな不安があり、福祉サービスの見学や体験により丁寧な
支援を要することが想定される人

• 地域生活に向けて漠然とした不安を感じている人

• 入退院を繰り返していて、退院後の地域定着に不安があり生活環境を整え
るところから支援が必要な人
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障害福祉サービスなど、地域で活用できる事業など
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